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政
令
第 

 
 

号 

押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令 

内
閣
は
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
、
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農

水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
四
十
四
条
並
び

に
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

 

（
漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

発
起
人
は
、
第
一
項
の
書
面
に
よ
る
通
知
（
第
二
項
の
指
定
漁
船
調
書
の
添
付
を
含
む
。
）
に
代
え
て
、
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
組
合
の
承
諾
を
得
て
、
電
磁
的
方
法
（
法
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電

磁
的
方
法
を
い
う
。
次
条
第
二
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
条
第
一
項
中
「
書
面
」
の
下
に
「
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
（
法
第
三
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
電
磁
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的
記
録
を
い
う
。
）
を
作
成
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
同
項
の
書

面
へ
の
記
名
押
印
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
」
を
「
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

電
磁
的
方
法
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
を
除
く
。
）
に
よ
り
得
ら
れ
た
第
一
項
の
同
意
は
、
発
起
人
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
発
起
人
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改

正
） 

第
二
条 

農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
九
年
政
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
中
「
記
載
し
た
通
知
書
を
発
し
な
け
れ
ば
」
を
「
通
知
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
第
二
項
中
「
一
部
事
業
譲
渡
契
約
書
を
作
成
す
る
場
合
」
を
「
一
部
事
業
譲
渡
契
約
」
に
改
め
る
。 

（
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
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る
。 第

三
条
中
「
次
条
の
同
意
署
名
簿
」
を
「
同
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
四
条 

法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
は
、
書
面
又
は
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
・
農
林
水
産
省
令
・
経
済
産
業
省
令
・
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 




